
 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更届出内容について、大規模小売店舗立地法施行規

則第１１条第２項の規定に基づいて、周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないとして、説明会の

開催を敷地内の掲示に替えることを岡山県から認められましたので、下記のとおりお知らせします。 
 

大規模小売店舗立地法に基づく店舗の変更のお知らせ 

届出者の氏名又は名称及

び法人にあっては代表者

の氏名 

株式会社ハローズ  代表取締役 佐藤 利行 

届出者の住所 広島県福山市南蔵王町六丁目 26 番 7号 

大規模小売店舗の名称 ハローズ総社店 

大規模小売店舗の所在地 岡山県総社市井手字延後 480 番 2 ほか 

変

更

事

項 

変更前 〇大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者名 開店時刻 閉店時刻 備  考 

株式会社ハローズ 午前 0時00分 午後12時00分 24時間営業 

株式会社ププレひまわり 午前 9時00分 午後 9時00分  

株式会社大創産業 午前 9時00分 午後 9時00分  

 
 

変更後 〇大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者名 開店時刻 閉店時刻 備  考 

株式会社ハローズ 午前 0時00分 午後12時00分 24時間営業 

株式会社ププレひまわり 午前 0時00分 午後12時00分 24時間営業 

株式会社大創産業 午前 9時00分 午後 9時00分  

 
 

変更する年月日 令和 8年 1月 21 日 

変更する理由 お客様の利便性向上のため、テナント（ドラッグストア）の営業時間を 24 時間

営業に変更したい。 

 
注１） 掲示場所は以下の図面に記載。 

             

現在位置（掲示） 


